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よいことのために手を取り合おう 

2025-26 年度国際ロータリー会長 フランチェスコ・アレッツオ 
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点  鐘  君が代 

奉仕の理想 

来  客  なし 

来訪会員  なし 

 

出席報告 

会員数 出席 出席免除 欠席 出席率 前々回欠席 メークアップ 修正出席率 

21 16 2 5 94.11％ 5 4 94.44％ 

 

会長の時間  ●伊藤会長 

本日もロータリーの理念についてのお話にな

ります。テーマは「ロータリアンの行動規範」で

す。先週「四つのテスト」についてお話ししまし

たが、ロータリーには「ロータリアンの行動規範」

として明文化されていますので、それをご紹介さ

せていただきます。これは、2023 年 4 月 RI 理事

会での決定 114 号により改訂されたものです。 

  

「ロータリアンの行動規範」 （カッコ内は改訂

前の行動規範） 

ロータリアンとして、私は以下のように行動する。 

1.個人として、また事業において、高潔さと高

い倫理基準をもって行動する。 

2.他者に公平に接し、敬意をもって接するこ

と。これには、他者を尊重する言葉を使う、

サポートを示す、温かく迎え入れるインクル

ーシブな環境を助長する、多様性を重んじる

という「ロータリーの多様性・公平さ・イン

クルージョン（DEI）の行動規範」を遵守す

ることが含まれる。（取引のすべてにおいて

公正に努め、相手とその職業に対して尊重の

念をもって接する。） 

3.ロータリーを通じて自分の職業スキルを生か

し、地域社会や世界のほかの地域の人びとの

生活の質を高める。（自分の職業スキルを生

かして、若い人びとを導き、特別なニーズを

抱える人びとを助け、地域社会や世界中の人

びととの生活の質を高める。） 

4.ロータリーやほかのロータリー会員（ロータ

リアン）の評判を落とすような言動は避け

る。 

5.ロータリー関連行事のすべての行動規範に従

う。（ロータリーの会合、行事、および活動

においてハラスメントのない環境を維持する

ことを支援し、ハラスメントの疑いがあれば

報告し、ハラスメントを報告した人への報復

が起こらないよう確認する。） 

 

「ロータリアンの行動規範」 の原点は 1915 年

のサンフランシスコ国際大会で発表された「ロー

タリーの倫理訓（道徳律）」です。アーサー・フ

レデリック・シェルドンらの努力によってロータ

リーに奉仕の概念が導入されたのを機に、ロータ

リーの職業奉仕の基準が確立されたとされてい

ます。また、「最もよく奉仕する者が最も多く報

われる」が基本理念として据えられました。その
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後 1989 年に「ロータリアンの職業宣言」が採択

され、さらに 2011 年に「ロータリーの行動規範」

へと変わりました。それに伴い、この職業宣言は

廃止されました。 

その後 2014 年 1 月にも改訂され、同年 10 月に

「ロータリー」が「ロータリアン」となり、同時

に「５．事業や職業における特典を、ほかのロー

タリアンに求めない。」という項目が削除され、

2019 年にもさらに改定され 2023 年に改訂され現

在に至ります。 

このように時代や価値観などの変化に対応し

て随時更新されていますが、全て「ロータリーの

友」に掲載されますので、見逃さないようにしな

ければと思いました。 

 

参考：ロータリーの倫理訓（1915 年） 

【概要と趣旨】 

1. 職業を高潔なものと認識し、それをもって社

会に貢献すること。 

 ロータリアンは、自らの職業を社会への奉仕

の手段と捉え、誠実に職業を遂行すべきである。 

2. 取引・契約において、正直さと公正さを保つ

こと。 

 ビジネスや商取引において、利益追求よりも

誠実さと信頼を重んじる。 

3. 競争相手に対しても礼儀正しく、品位を保つ

こと。 

 公正な競争を重んじ、相手を貶めることなく、

業界全体の健全な発展を目指す。 

4. 顧客や取引先に対して常に最良の価値を提供

すること。 

 質の高い商品・サービスを通じて、顧客満足を

第一とする。 

5. 社会的責任を自覚し、地域社会の福祉と向上

に貢献すること。 

 自らの事業活動を通じて、地域や社会の発展

に寄与する。 

 

 

卓  話  ●高田信也会員 

「穀類配布」 
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